営業譲渡契約書

株式会社甲(以下「甲」という)と株式会社乙(以下「乙」という)とは、甲の製品(以下「本件製品」という)の知的財産権及び販売権(以下「本件営業」という)を以下に定める条件にて乙が甲から承継することに合意する。

(営業譲渡)

第1条　令和4年10月1日(以下「承継日」という)において、乙は,本件営業に関する全ての知的財産権(別紙1に記載される)及び甲と甲の取引先顧客(別紙2に記載される)との間の甲の契約上の地位を承継すること(以下「契約上の地位の承継」という)に合意する。

これにより,甲は,本件営業に関する権利義務から免責される。

(対価の支払)

第2条　承継日までに,乙は甲へ本件営業譲渡の対価として金1億5,000万円(税別)を甲の指定する銀行口座へ振り込むことにより甲へ支払う。

(費用負担)

第3条　契約上の地位の承継に関して発生する費用は,乙が全て負担する。

(守秘義務)

第4条　甲及び乙は、それぞれ相手方の事前の書面承諾なくして,本契約の内容,本件取引に関して各々知り得た秘密情報について第三者へ開示しないことを約束する。

(解除)

第5条　甲は,乙に本契約の条項に違反する事実が判明した場合には、本契約を解除し,乙に対して損害賠償を請求することができる。

(誠実協議)

第6条　本契約に定めのない事項又は契約条項の解釈について疑義を生じたときは,甲乙協議の上誠実に協議し解決するものとする。

本契約を証するため本書を2通作成し,甲乙各自署名押印の上各1通を保有する。
令和○○年○○月○○日
甲　　○○県○○市○○町○丁目○番○号
　　株式会社　×××××
　　　　代表取締役　　○○　○○
乙　　○○県○○市○○町○丁目○番○号
　　株式会社　×××××
　　　　代表取締役　　○○　○○

